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③ 会議開催経過
　2017（平成29）年２月７日（火）～２月16日（木）

あすまち会議こおりやま２ （詳細は本誌12ページ参照）

① 設置目的
　郡山市まちづくり基本指針の策定にあたり、公平な市民参加により、市民の「想い」や「願い」に基づいた将
来都市像を設定するため設置

② 参加者
　あすまち会議参加者に加えて、公募で募集された延べ259名

③ 会議開催経過
　2017（平成29）年７月１日（土）～７月22日（土）

　開催概要 開催日 参加者数

キックオフミーティング（特別講義） 	 ７月	１日（土） 57名

第１回ワークショップ 	 ７月	８日（土） 42名

第２回ワークショップ 	 ７月	11日（火） 40名

第３回ワークショップ 	 ７月	14日（金） 44名

ラップアップミーティング（寸劇による市長への報告） 	 ７月	22日（土） 76名

開催地域（会場） 開催日 参加者数

安積（安積行政センター）

	 ２月	７日（火）

22名

田村（田村行政センター） 21名

中田（中田ふれあいセンター） 11名

逢瀬（逢瀬コミュニティセンター）

	 ２月	９日（木）

19名

三穂田（三穂田ふれあいセンター） 25名

湖南（湖南行政センター） 29名

富久山（富久山行政センター）

	 ２月	10日（金）

30名

日和田（日和田地域交流センター） 11名

西田（西田ふれあいセンター） 24名

喜久田（喜久田ふれあいセンター）

	 ２月	15日（水）

28名

片平（片平ふれあいセンター ） 12名

熱海（熱海行政センター） 25名

旧市内（郡山市役所）

	 ２月	16日（木）

39名

富田（富田公民館） 21名

大槻（大槻ふれあいセンター） 24名
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郡山市まちづくり基本指針審議会
① 設置目的
　郡山市まちづくり基本指針の策定にあたり、市長の諮問に応じて必要な事項について審議を行うため設置

② 委員
　各団体の代表者、学識経験者、郡山市へのＩターン者、公募で選任された委員等40名

役　職 氏　名 所 属 団 体 ・ 役 職　等
①
産
業
・
仕
事
の
未
来

伊藤　清郷 郡山商工会議所 副会頭
分科会会長 岩瀬　次郎 公立大学法人 会津大学 理事

熊田　耕治 東北税理士会郡山支部 
佐藤　研一 株式会社福島民報社郡山本社　取締役郡山本社代表
中岩　　勝 国立研究開発法人産業技術総合研究所福島再生可能エネルギー研究所 所長
森　　　淳 ランスタッド株式会社郡山オフィス アシスタントマネージャー
箭内　孝仁 連合福島郡山地区連合 事務局長
結城　政美 福島さくら農業協同組合　 代表理事組合長

②
交
流
・
観
光
の
未
来

有馬　賢一 郡山信用金庫 理事長
五十嵐　浩 東日本旅客鉄道株式会社　郡山駅 駅長
伊東　孝弥 公益社団法人福島県宅地建物取引業協会郡山支部 副支部長
川村　　瞳 公募委員 
菅野　　篤 福島民友新聞株式会社 取締役郡山総支社長
菅野　　豊 一般社団法人　郡山市観光協会 会長
中潟　亮兵 郡山逢瀬ふじみ野net文京スマイル 代表

分科会会長 増田　　聡 国立大学法人東北大学大学院　経済学研究科 教授

③
学
び
育
む
子
ど
も
た
ち
の
未
来

分科会会長 影山　　彌 学校法人郡山開成学園　郡山女子大学 副学長
河田　卓司 株式会社福島中央テレビ 代表取締役社長
菅家　元志 株式会社プレイノベーション 代表取締役社長
國分　重信 福島県行政書士会郡山支部 支部長
相樂　悦子 学校法人成田学園　希望ヶ丘こども園　 園長
澤田　志帆 公募委員 
須藤　英穂 株式会社東邦銀行　 常務取締役

副会長 橘　　文紀 郡山市ＰＴＡ連合会 会長

④
誰
も
が
地
域
で
輝
く
未
来

井上　雄光 福島県司法書士会郡山支部 
岩村　明憲 株式会社福島県民球団　福島HOPES 監督

分科会会長 押尾　　茂 学校法人晴川学舎　奥羽大学薬学部 教授
佐藤　恵一 福島県立清陵情報高等学校 校長
須佐　喜夫 福島縣商工信用組合 理事長
滝澤　眞己 一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構　 専務理事
土屋　繁之 一般社団法人　郡山医師会 会長
横山　　宏 株式会社福島放送 代表取締役社長

⑤
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
の
未
来

安達　一夫 公益社団法人福島県不動産鑑定士協会 理事
稲田　一郎 株式会社エフエム福島 代表取締役社長
佐久間　孝 公募委員 
渋谷　重二 郡山地区商工会広域協議会 会長
鈴木　孝雄 株式会社大東銀行　 取締役社長
鈴木　光二 郡山市自治会連合会 会長
土持　敏裕 弁護士法人　滝田三良法律事務所 弁護士

会長・分科会会長 堀井　雅史 学校法人日本大学工学部 教授
（敬称略・分科会別五十音順、所属団体及び役職等は委嘱時点）
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③ 設置期間及び審議経過
　2017（平成29）年10月10日（火）～2017（平成29）年12月5日（火）

開催回次 開催日 主な審議内容

第1回全体会 10月10日（火）

・委嘱状交付

・会長及び副会長の選出、分科会の設置

・市長から審議会へ素案を諮問

・策定経緯など全体概要説明

第1回分科会 10月10日（火）
・分科会会長の選出

・分野別の素案について説明、審議

第2回分科会 10月23日（月）
～25日（水）

・第1回分科会及びその後の意見への対応状況説明

・第五次総合計画と基本指針の施策体系対応説明

・第五次総合計画の評価と検証について審議

・分野別将来構想及び施策の展開について審議

・基本指針全体について審議

第3回分科会 11月６日（月）
～10日（金）

・第2回分科会及びその後の意見への対応状況説明

・行政計画の構成及び概要について説明

・分野別将来構想及び施策の展開について審議

・基本指針全体について審議

・分科会意見集約について審議

第2回全体会 11月27日（月）

・第3回分科会及びその後の意見への対応状況説明

・各分科会意見・提言報告及び審議

・基本指針への反映状況について審議

答　　申 12月５日（火） ・審議会から市長へ答申
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④ 郡山市まちづくり基本指針審議会からの答申

平成29年12月５日

　郡山市長　品川　萬里　様

（仮称）郡山市まちづくり基本指針審議会

会　長　　堀井　雅史

（仮称）郡山市まちづくり基本指針について（答申）

　平成29年10月10日付け29郡政第517号で諮問のありましたこのことについて、当審議会において慎重に

審議した結果、本書のとおり取りまとめましたので答申します。

　なお、基本指針策定及び今後の事業推進に当たっては、本答申の内容を十分尊重されるよう要望します。

（仮称）郡山市まちづくり基本指針（素案）の諮問に対する答申

　（仮称）郡山市まちづくり基本指針審議会においては、本市の総合的かつ計画的な行政の運営を図るための

最上位指針である（仮称）郡山市まちづくり基本指針（以下「基本指針」という。）の策定にあたり、少子高齢・人

口減少社会にあっても、市民誰もが将来に渡り安全・安心に暮らし、活力に満ちた地域社会や産業が発展す

ることを目指すための官民共通の指針となることを目指し審議を重ねてきたところです。

　そのため、本市が目指す将来都市構想「みんなの想いや願いを結び、未来（あす）へとつながるまち 郡山」

の実現に向け、以下の内容に配慮するよう求めます。

　全国的な少子高齢・人口減少社会の進展に伴い、本市においても、既に「郡山市人口ビジョン」等で示され

ているように、長期的な人口減少局面を迎えています。特に生産年齢人口及び年少人口については、首都圏

等への人口流出の影響もあり、現実的な将来推計人口を見据えた段階的改善に向けた取組が喫緊の課題と

して求められています。

　そのような状況の中、基本指針をより実効性の高いものとし、効果的かつ効率的な事業の推進及び官民
連携による社会課題解決に向けた施策展開を図るため、以下の項目に留意するよう提言します。

１．基本指針全体に関する意見
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⑴ 基本指針策定後の市民参画について
　基本指針に基づき、市民が市政に参加するにあたり、より具体的な取組を市民に分かりやすく示すとと

もに、町内会等地域団体や市民一人ひとりの意見を聞く機会を設けるなど、積極的な市民参画機会の拡

充を図ること。

⑵ 「まち」自体の魅力向上について
　各分野に特化した大綱別の施策展開はもちろん重要であるが、市民自らが暮らす本市の歴史や文化、

市民の人間性に基づく「まち」自体の魅力を向上させることが必要であること。

⑶ 基本指針及び市政の情報発信について
　基本指針は長期的なものであり即効性は無いと思われるが、時代の流れに合った具体的な施策展開に

より、市民に届くようPRしていく必要がある。基本指針をはじめとした行政が示す計画や具体的な施策

等については、ただ実施するだけでは市民まで届かないため、積極的な情報発信に努めるとともに、ど

の程度行き届いているのかモニタリングにより把握する必要があること。

⑷ 官民連携による将来構想の具現化について
　基本指針の特徴でもある、市民自身が描いた将来構想としての「未来ストーリー」を具現化できるよう、

基本指針に基づく具体的な施策や事業を、各分野の専門家等との官民連携により効果的に推進すること。

⑸ 少子化を核とし、現実的な将来人口に対応した課題の解決について
　全ての政策分野において、根本となる課題は「少子化・人口減少」であり、その対応を先送りにするこ

となく、あらゆる視点から要因や関連性を分析し、分野横断的に効果的な課題解決策を推進すること。

また、実際の施策展開にあたっては現実的な人口推計に基づく合理的な対策を講じる必要があること。

⑹ 成果指向型の施策推進について
　ICT活用などによる、限りある行政資源の有効活用及び費用対効果の最大化のため、事業が成果を上

げるための要素を体系化し、数値化して分析する手法であるロジックモデル等の新たな考え方に基づき、

地域社会に対して与える具体的な成果を意識した成果指向型の施策推進を図ること。

⑺ 広域的な事業展開について
　本市は、近隣自治体も含めた広域的な地域中核拠点として、医療体制の確保や、圏域全体の少子高

齢化や人口流出問題への対応を積極的に推進し、地域全体の課題として取り組む必要があること。
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⑻ 「品格ある郡山」の実現について
　子どもから高齢者まで、一人ひとりの人権と多様性を認め合い、誰もが気持ちよく暮らせるまちの実現

のためには、市民及びまちの「品格」を高めることも目標とする必要があること。

⑼ 市民ニーズの適確な把握について
　基本指針策定にあたり、多様な市民の意見を取り入れたように、今後の施策展開にあたっても社会経

済情勢の変化に適切に対応するとともに、市民や企業の意見を聞く機会を積極的に設け、市民ニーズに

寄り添った展開とすること。

                                　　　　　　　   
①「産業・仕事の未来」

	 ⑴ 市民自身が地域を知ることの必要性について
　本市には誇れるものが無いのではなく、農業・商業・工業・観光などあらゆる分野において恵まれ

た環境にある。まずは市民自身が本市の魅力を正しく認識し地域に対する誇りを醸成する必要があ

ること。

	 ⑵ 生涯活躍できる未来志向の人材育成について
　本市で育ち学んだ市民はもちろん、市外からの人材還流を受け止める環境づくりに取り組むととも

に、多くの経験を持つ高齢者が活躍できる仕事づくりや、未来の新しい技術や環境の変化にも対応で

きる長期的な人材育成に取り組む必要があること

	 ⑶ 寛容で柔軟な市民性を生かした産業振興について
　地域の強みを生かした産業育成に加えて、入植者による安積開拓をはじめとした、人材流入や新た

な産業の受け入れに対し寛容で柔軟な本市の地域性についても、本市の特性であり強みであると認識

する必要があること。

	 ⑷ コメを基盤とした地力のある農業と６次産業化の展開について
　恵まれた自然環境により、本市の農業、特にコメの収穫量や品質は全国に誇れるものである。更に

その品質に磨きをかけるとともに、若手農業従事者を中心とした野菜等の特産品づくりなど、農産物

の高付加価値化や６次産業化についても積極的に取り組む必要があること。

２．各政策分野に関する意見
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②「交流・観光の未来」

	 ⑴ 郡山の歴史や文化を生かした交流・観光の推進について
　安積開拓・安積疏水開さく事業の日本遺産認定をはじめ、本市には古くからの歴史や伝統があり、

また、音楽によるまちづくりなどの文化的魅力も多く存在しているので、それらを市民一人ひとりが学

び、誇りを持つとともに、魅力を内外に広く伝える仕組みの構築が「交流・観光」の推進にとって重要

なものであること。

	 ⑵ 経済県都としての強みを生かした積極的なコンベンション誘致について
　国立研究開発法人産業技術総合研究所福島再生可能エネルギー研究所や、ふくしま医療機器開発

支援センターなどを核とした産業集積が進展する本市においては、産業や医療、スポーツ等の多彩な

コンベンション誘致、さらにはこれらを起点としたアフターコンベンションに積極的に取り組む必要が

あること。

	 ⑶ 世界を視野に入れた広域的な連携について
　世界を視野に入れた観光誘客のためには、本市を中核とした近隣市町村との広域連携、更には東

北の玄関口として、より広範囲な自治体と連携した周遊性の高い観光コンテンツにより、海外からの

観光誘客（インバウンド）に対する魅力向上に向けた取組を推進する必要があること。

	 ⑷ 「人」の魅力を生かした移住・定住の推進について
　訪れたひとが、「また来たい」「住んでみたい」と思える、地域の「人」の魅力を生かした「おもてなし」

と「つながり」により移住・定住の促進に取り組む必要があること。

③「学び育む子どもたちの未来」

	 ⑴ 家庭や地域が乳幼児教育や学校教育等と連携した学び合いについて
　家庭や地域における教育が子どもたちの成長にとって大きな影響を及ぼすことから、乳幼児教育や

学校教育等との交流・ネットワーク化を図ることで、地域全体が「自分事」として子育て及び教育に主

体的に関与できる体制を整備する必要があること。

	 ⑵ 地域の歴史や文化、産業や人を大切にした教育について
　日本遺産にも認定された、安積開拓・安積疏水をはじめとした本市の歴史や、各地域に残る祭りや

伝統芸能などの文化、地域で子どもたちの生活を支える様々な職業や人との触れ合いにより、地域に

対する誇りを醸成する「本市のアイデンティティ」を大切にした教育に取り組む必要があること。

121



プ
ロ
ロ
ー
グ

第
１
章

第
３
章

第
２
章

大
綱

資
料
集

資
料
集

	 ⑶ 未来を担う人材を育てる、専門的な外部人材や高等教育機関等との連携について
　子どもたちの個性を伸ばし、社会において必要とされるコミュニケーション能力やイノベーション能

力など、グローバルに活躍できる能力を身に付けるため、小・中学校において広い分野について学習

するとともに、専門的な外部人材の活用や高等教育機関、企業等との連携にも積極的に取り組む必

要があること。

	 ⑷ 小・中学校におけるキャリア教育について
　ICTやAI技術の進展などにより職業の多様性が加速度的に進展しており、子どもたちが社会で必要

とされる資質や能力を育み、主体的に将来像を構築できるよう、多様で具体的な情報提供や体験の

機会拡充に取り組むとともに、変化する社会の動きを学校教育に取り入れる必要があること。

④「誰もが地域で輝く未来」

	 ⑴ 町内会活動に対する取り組みについて
　第五次総合計画で掲げている基本指標を見ても、町内会加入率は減少傾向にあり、地域コミュニ

ティの基盤的な組織として、町内会活動を支える効果的な取り組みについて検討する必要があること。

	 ⑵ 本市の特色でもある「楽都」を生かした生涯学習について
　これまでの取り組みにより「楽都郡山」の都市イメージ形成や音楽によるまちづくりについては一定

の成果があるものと思われるので、今後は生涯学習分野における音楽の活用を一層推進する必要が

あること。

	 ⑶ 市民が互いに支え合い、健康で生きいきと暮らせる地域福祉の推進について
　健康で生きいきと暮らせる地域福祉の実現に向けて、より具体的な対象や取組を明示するなど、分

かりやすく効果的な事業推進に配慮する必要があること。

	 ⑷ 女性が元気で活躍できるまちについて
　地域の企業や家庭などの連携により、女性の活躍、社会参加を一層推進する必要があること。

⑤「暮らしやすいまちの未来」

	 ⑴ 「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の実現について
　中長期的な視点から、医療・福祉・商業等の生活機能確保と地域公共交通ネットワークの再編を連

携させた「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」について検討する必要があること。
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	 ⑵ 公共交通システムの拡充について
　高齢化の進展に対応するためには公共交通システムの充実が必要不可欠であり、タクシー等の自動

配車システムやコミュニティバスの運行など新たな公共交通システムの導入に向けて、社会実験等によ

る実証も踏まえて積極的に検討する必要があること。

	 ⑶ 空き家、空き地対策について
　少子高齢化や首都圏等への人口流出により、郊外だけではなく中心市街地においても空き家、空き

地の問題が顕在化することが予想されるため、計画的な対策を進める必要があること。

	 ⑷ 本市の「地域の拠点」としての位置付けについて
　広い市域を持ち、近隣市町村も含めた地域の拠点都市である本市として、連携中枢都市圏の形成

を視野に入れた都市基盤の整備を図る必要があること。

	 ⑸ 災害に強い強靭なまちづくりについて
　特に近年頻発するゲリラ豪雨などの都市型災害を含め、市民生活や企業の経済活動に重大な影響

を及ぼす様々な災害への対策を積極的に推進する必要があること。
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郡山市民の意見公募に関する手続 （パブリックコメント）
①目的
　郡山市まちづくり基本指針の策定にあたり、市民の皆さんの意見により必要に応じて案の修正を行うため
実施

②意見公募期間
　2017（平成29）年12月20日（水）～2018（平成30）年1月19日（金）

③案の閲覧
　市ウェブサイト、市政情報センター、各行政センター及び各市民サービスセンターで閲覧

④実施結果
　２名の方から３件のご意見をいただきました。

庁内策定体制
①郡山市まちづくり基本指針策定委員会
目　　的：「郡山市まちづくり基本指針」を策定するため設置
組　　織：市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、総務部長、政策開発部長、財務部長、税務部長、

市民部長、文化スポーツ部長、生活環境部長、保健福祉部長、保健所長、こども部長、農林部長、
産業観光部長、建設交通部長、都市整備部長、会計管理者、議会事務局長、教育委員会事務局教
育総務部長、教育委員会事務局学校教育部長、上下水道局長（25名）

委 員 長：市長
副委員長：副市長

②郡山市まちづくり基本指針検討委員会
目　　的：「郡山市まちづくり基本指針」の案を調整するため設置
組　　織：政策開発部次長、総務部総務法務課長、政策開発部政策開発課長、財務部財政課長、税務部市民

税課長、市民部市民・ＮＰＯ活動推進課長、文化スポーツ部文化振興課長、生活環境部生活環境課
長、保健福祉部保健福祉総務課長、保健福祉部保健所総務課長、こども部こども未来課長、農林
部農業政策課長、産業観光部産業政策課長、建設交通部道路建設課長、都市整備部都市計画課長、
会計課長、議会事務局総務議事課長、教育委員会事務局教育総務部総務課長、教育委員会事務局
学校教育部学校管理課長、上下水道局総務課長（20名）

委 員 長：政策開発部次長
副委員長：政策開発課長
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③郡山市まちづくり基本指針担当者会議
目　　的：「郡山市まちづくり基本指針」について調査研究するため設置
組　　織：政策開発課長、政策開発課長補佐、政策開発課職員、個別計画を所管する所属の担当職員及びそ

の他各所属の担当職員等
委 員 長：政策開発課長
副委員長：政策開発課長補佐
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総合計画の変遷

名　　称
計画期間（策定時）

●基本構想
○基本計画

将来都市像 市長名（策定時）
（在任期間）

郡山市
総合計画

●1971（昭和46）年度
～1985（昭和60）年度
（15年間）

○1971（昭和46）年度
～1980（昭和55）年度
（10年間）

美しく　明るく
栄える郡山

秀瀬 日吉

1959（S34）.5.1
⬇

1977（S52）.4.26

郡山市
新総合計画

●1979（昭和54）年度
～1993（平成５）年度

（15年間）
○1979（昭和54）年度

～1988（昭和63）年度
（10年間）

心豊かで
活気あふれるまち

高橋 　尭

1977（S52）.4.27
⬇

1985（S60）.4.26

郡山市
第三次総合計画

●1987（昭和62）年度
～2000（平成12）年度
（14年間）

○1987（昭和62）年度
～1996（平成８）年度
（10年間）

人間が人間として
生きがいのある
活力に満ちた
“近代福祉都市”

青木 　久

1985（S60）.4.27
⬇

1993（H５）.４.26

郡山市
第四次総合計画

（郡山きらめき21）

●1995（平成７）年度
～2009（平成21）年度
（15年間）

○1995（平成７）年度
～2004（平成16）年度
（10年間）

○2005（平成17）年度
～2009（平成21）年度
（５年間）

[後期基本計画]

水と緑がきらめく
未来都市　郡山

藤森 英二

1993（H５）.４.27
⬇

2005（H17）.４.26

郡山市
第五次総合計画

●2008（平成20）年度
～2017（平成29）年度
（10年間）

○2008（平成20）年度
～2012（平成24）年度
（５年間）

○2013（平成25）年度
～2017（平成29）年度
（５年間）

[後期基本計画]

人と環境のハーモニー
魅力あるまち　郡山

原 　正夫

2005（H17）.４.27
⬇

2013（H25）.４.26
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郡山市まちづくり基本指針用語集 （五十音順）
用　語 意　味

ICT
(アイ･シー･ティー )

・Information and Communications Technology。情報処理や通信に関
する技術、サービス等の総称。

アイスブレイク ・ワークショップの冒頭などで初対面の人同士の緊張をほぐすための手法。コ
ミュニケーションを取りやすい雰囲気を醸成するために行う。

アウトカム指標 ・取り組みによる成果を示す指標。どのような活動をしたかを示すアウトプット
指標とは区別される。

アクティビティ ・遊び、体験、レジャーなどのうち、特に体を動かすものを指すことが多い。

アグリテック ・農業における課題をIoTやAIなどにより解決しようとする取り組み。

アフターコンベンション ・コンベンション終了後の行事。個人的な観光等も含む。

インターンシップ ・特定の職の経験を積むため、企業や組織において労働に従事させる制度。

イノベーション ・社会的意義のある新たな価値を生み出し、経済発展を促すための技術革新。

インバウンド ・入ってくるものという意味から転じて、外国(区域外)から訪れる旅行を指す。

インフラ ・インフラストラクチャー。下部構造という意味であり、産業や生活の基盤とし
て整備される施設(道路、上下水道、送電網、鉄道、通信網など)。

AI
(エー･アイ )

・Artificial Intelligence。人工知能。コンピュータ上で人間と同様の知能を実
現させるための技術。

AET
(エー・イー・ティー) ・Assistant English Teacher。英語教師などとチームで授業を行う外国人講師。

エコシステム ・元々は「生態系」を示す言葉だが、比喩的に、社会経済が循環するシステムを
示す。

SNS
(エス・エヌ・エス )

・Social Networking Service。人と人のつながりを促進するコミュニティ型
のサービス。

エリアディスカッション ・地区別懇談会のこと。川越市など先進自治体でも「エリアインタビュー」など
と言い換える事例あり。

OECD
(オー・イー・シー・ディー)

・Organization for Economic Co-operation and Development。経済
協力開発機構。ヨーロッパ諸国を中心に、日米を含む35の先進国が加盟す
る国際機関。

オープンガーデン ・個人の庭を一定期間、一般公開する取り組み。

観光コンシェルジュ
・コンシェルジュとはホテルで宿泊客の様々な要望に応える担当者のこと。そ
のことから、観光コンシェルジュとは、観光客に対して様々な情報提供、案
内を担う人材を指す。

観光地再生ファンド ・観光産業の成長に向けた変化を支援するためのファンド。
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用　語 意　味

キックオフミーティング ・新たなプロジェクトを始動させる際、顔合わせのために行う最初の会議。プ
ロジェクトの目的や内容を参加者が共有し意識を統一するために必要。

キャリア教育

・広義では、経験を活かした教育として、インターンシップや社会人大学など生
涯学習全般にわたるが、特に学校教育において学校と社会の円滑な接続を図
るために、職業観や職業に関する知識技能を身に付け、主体的に進路を選択
する能力を育てる教育として導入された。

行政計画 ・行政が計画の策定主体となり、目指す地域社会像とその実現に向けて行政
が実施することを明示したもの。計画目標の実現に行政が責任を負う。

グローバルスタンダード
・世界標準、国際標準規格。国際的に共通している理念やルール。特に日本は
国内独自のルールや基準があり、独特の文化、慣習が発達していることから、
独自の進化を遂げる離島に例えて「ガラパゴス」と呼ばれることもある。

健康寿命 ・健康上の問題で日常生活が制限されること無く生活できる期間。

公共データオープン化 ・いわゆるオープンデータ化として国を挙げて取り組んでおり、行政が有する
ビッグデータを二次利用が可能なルールで公開すること。

公共計画
・地域社会全体が計画の策定主体となり、住民も含めた地域の総意に基づい
て策定し、地域が進むべき方向性とその実現に向けた関係主体の役割を示し
たもの。計画目標の実現に地域社会全体が責任を負う。

合計特殊出生率 ・15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの。

郡山市
新たな広域連携促進事業
成果報告書

・少子高齢・人口減少社会にあっても、地域を活性化し経済を持続可能なもの
とし、住民が安心して快適な暮らしを営んでいけるようにするため、本市が
2015(平成27)年度に総務省委託事業「新たな広域連携促進事業」を活用し、
連携中枢都市圏の形成に向けた調査・検討を行った成果報告書。

郡山市人口ビジョン ・2040年を目標年次とする本市人口の将来展望を示すとともに、これを実現
するために本市が目指すべき方向性を示すもの。

郡山市総合戦略 ・2015(平成27)年度から5年間における本市の「まち・ひと・しごと創生」の目
標や施策の基本的方向性、具体的な施策を示すもの。

国土のグランドデザイン
2050

・国土交通省が定める、2050年を見据え、未来を切り開いていくための国土
づくりの理念や考え方を示すもの。

5G
(5ジー )

・第５世代移動通信システム。現在規格化が進んでいる次世代の無線通信シス
テム。

コレクティブ・インパクト
・集合知による課題解決。社会課題解決に向けて、立場の異なる主体（行政、
企業、NPO、財団、市民など）が、組織の壁を越えてお互いの強みを出し合
いながら解決を目指す手法。

コンテンツ ・いわゆる内容のこと。

コンパクトシティ
・プラス・ネットワーク

・地域の生活機能を確保し、地域公共交通と連携したコンパクトなまちづくり
を目指す手法。

コンベンション ・企業の展示会や学会などの学術会議、国内外の研究者が集う国際会議等。

用語集 （五十音順）
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用　語 意　味

再生可能エネルギー ・太陽光、地熱、水力、風力など自然界のサイクルにより循環・補充されるエ
ネルギーとして近年利用が高まっている。

財政健全化 ・国や地方公共団体などの公的機関が歳入と歳出の差である財政収支を改善
すること。

サイバー空間
・コンピュータやネットワークの中に広がるデータ領域を示す仮想的な空間であ
るが、現在では物流やサービス供給や距離を越えたコミュニティなどが形成
されており、既に新たな社会領域として認識されている。

サイレント・マジョリティ
・物言わぬ多数派、声無き多数派などと訳される。公の場で声高に発言するこ
とは無いが、実は世論の多数を占める勢力。特に高度に民主化が進んだ社会
においてはサイレント・マジョリティへの配慮が重要といわれている。

システム思考

・問題となっている対象を、構造を持ったシステムとして捉え、問題解決を行
おうとする考え方。要素間の因果関係に着目して原因究明を行う。目標と
活動の関係を整理する手法としてバックキャストの具体的手法として活用さ
れている。

シティプロモーション ・地域のイメージを高め、知名度の向上や地域への愛着を醸成する手法。

自分ごと
（自分事・我が事)

・他人事ではない、「まさに自分に関わりのあることがら」。当事者意識を持つ
こと。

市民意識調査 ・本市が毎年実施している市政全般に対する市民アンケート。本市が実施する
施策の満足度や重要度等を調査している。

市民活動ガイドブック ・市民が利用可能な助成制度等をまとめたガイドブック。

市民討議会

・ドイツで考案された市民参加の手法である「プラーヌンクス・ツェレ」。直訳す
ると「計画細胞」とも。参加者を母集団から無作為抽出で選ぶ、参加者に報
酬を支払い責任ある立場として参加してもらう、専門的な情報を提供する、
少人数グループによる討議で結論を出す、会議の過程や結果を公表する、な
どの特徴がある。今回開催した市民会議「あすまち会議こおりやま」はこの手
法で実施。

集約型都市構造 ・市街地の無秩序な拡大を抑制し、公共交通と連携した生活サービス機能を
集積させる都市構造。過度に自家用車に頼ることなく生活できる都市。

集落生活圏 ・一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落及びその周辺地域。

主体的・対話的で深い学び ・子どもたちの興味や関心に応じ、他者との協働により課題発見・解決に至
る学習。

純移動率 ・特定の時期、場所における移入民と移出民の差を表す人口統計学の用語。

循環型社会 ・製品等の廃棄抑制、適正な循環的利用等により、資源の消費を抑制し、環
境負荷低減が図られている社会。

新エネルギー ・「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」において定義されている
バイオマス、太陽光等の再生可能エネルギーを指す。

人口フレーム方式 ・市街化区域面積の設定において、人口、世帯数や産業活動の将来見通しを
根拠とする方式。

用語集 （五十音順）
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ストーリーテリング
・将来ビジョンなどを描く際、具体的な登場人物や場面を想定し、物語として
考えることで課題や矛盾点を明らかにする手法。さらにその物語を語り合う
ことで相互理解を促す。

セーフコミュニティ
・地域社会全体が協働し、けがや事故を予防する活動を行い、安全・安心なま
ちづくりを推進していると認められた地域のこと。ＷＨＯ（世界保健機関）地
域安全推進協働センターが創設した国際認証制度である。

Society5.0
(ソサエティー5.0)

・国の「新産業構造ビジョン」に描かれている第4次産業革命を経て実現される
目指すべき将来像。サイバー空間と現実世界が高度に融合された技術により
「超スマート社会」がもたらされるとしている。

ダイバーシティ ・多様性。人種、国籍、性別、年齢等の個人差にこだわらず人材を活用すること。

第４次産業革命
・ドイツ政府が推進する産業改革プロジェクト「インダストリー4.0」として、イ
ンターネットやAIによる産業構造の変革を目指すもの。日本でも「第4次産業
革命」として対応を進めている。

団塊ジュニア世代 ・日本において1971(昭和46)年から1974(昭和49)年までに生まれた世代。
第二次ベビーブーム世代とも呼ばれ、世代人口が他の世代に比べて多い。

団塊の世代 ・日本において1947(昭和22)年から1949(昭和24)年までに生まれた世代。
第一次ベビーブーム世代とも呼ばれ、世代人口が他の世代に比べて多い。

地域共生社会 ・公的な福祉だけではなく、地域の多様な主体が「我が事」として参画し、互い
に支え合う社会。

小さな拠点 ・複数の集落が散在する地域で、生活機能を歩いて動ける範囲に集めた拠点。

チェックイン ・ワークショップ冒頭に参加者の状態や気持ちを共有する手法。アイスブレイク
の一つ。

地方債 ・都道府県、市町村など普通地方公共団体が発行する公債。

DMO
(ディー・エム・オー)

・Destination Management( Marketing) Organization。地域の観光資源
に精通し、地域住民や団体と協働して観光振興を担う法人。日本でも、「日
本版DMO」として、地域の稼ぐ力を引き出すとともに、誇りと愛着を醸成す
る観光地作りを実現するための団体と位置づけられている。

デザイン思考
・定義、研究、アイデア出し、プロトタイプ化、選択、実行、学習の7段階か
らなる思考法。一般に発散と収束を繰り返すことで多くの可能性の中から最
適解を発見する方法であり、ワークショップ等に用いられる。

特定財源 ・使途について制限が設けられる財源。国庫支出金など。

トレンド ・時代の趨勢、潮流。

インターネット
テレビ会議システム

・遠隔地での対面コミュニケーションを可能とする情報システム。本市でも本庁
と行政センター等を繋ぐ会議等で活用。

農地所有適格法人 ・農地法で規定された農地に関する権利の取得が可能な法人。

用語集 （五十音順）
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パートナーシップ ・複数の者が協働して事業を営む関係。

ハザードマップ ・被害予測地図。自然災害による被害を予測し被害範囲や避難経路等を表示
したもの。

働き方改革 ・一億総活躍社会の実現に向け、誰もが納得できる働き方を実現するもの。

バックキャスト
(バックキャスティング )

・将来構想や課題、目標から振り返って何をすべきか考える手法。未来からの
発想法。特に環境分野を中心に導入されてきた考え方であり、市民主体のま
ちづくりを誘導する方法として近年広がりを見せている。

パブリックコメント ・国や地方自治体などが規則あるいは計画等を策定する際、広く公表した上で
意見を求める手続き。

PFI
(ピー・エフ・アイ )

・Private Finance Initiative。PPPの手法の一つであり、公共サービスを提供
する際、施設の整備やサービス提供を、民間資金を利用して実施する方法。

PPP
(ピー・ピー・ピー)

・Public Private Partnership(公民連携)。公民が連携して公共サービスの提
供を担う手法。

ビジネスコンテスト ・参加者が新たなビジネスのモデルを考案し、その完成度などを競うコンテス
ト。新規事業創出や起業支援の一環として開催される。

ビジョン ・将来どのような成長・発展を遂げていたいかなどの構想や未来像を描いた
もの。

ビッグデータ ・従来のソフト等では処理不可能なほど膨大なデータ。総務省では特に事業に
役立つデータとしている。

頻出用語分析
・ビッグデータの情報解析手法の一つ。会議等で出された意見のうち、どのよ
うな言葉が多く語られていたかを分析することで、潜在的なものも含めて参
加者の関心を分析する手法。

ファールボール ・野球やソフトボールで打球がフェアゾーンに入らなかったもの。観客に当たる
こともあるので注意が必要。

ファシリテーション ・会議などの場で参加者の発言を促したり、話の流れを整理したりするなどし
て、会議の合意形成や活性化を促進させること。

ファンドレイジング ・事業実施に必要な資金を、個人、法人、政府などから集める行為の総称。

フィジカル空間 ・現実世界。我々の肉体が日々暮らす物理的な世界のこと。

付加価値額 ・企業等の事業活動によって、どれだけ新しい価値が生み出されたかを表す指
標。

プライマリーバランス
・基礎的な財政収支。一般会計の歳入総額から公債の発行(借金額)を除外し、
歳出総額から過去の債務に係る元利払い(借金の返済)を除外した収支額。こ
のバランスが取れていれば、借入金に頼らない財政運営であると評価できる。

プレゼン ・プレゼンテーションの略。一般に多数の聴衆に対して情報を提示し理解、納
得を得るための行為全般を指す。

プロトタイピング ・製品開発で用いられる施策手法。試作とテストを繰り返し、速やかなフィード
バックを得るもの。

用語集 （五十音順）
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フロンティア・スピリット ・進取、自由の精神。開拓者魂。安積原野を切り拓いた郡山市民に脈々と息づ
いている気性。

ベンチャーキャピタル ・主に高い成長率を有する未上場企業等に対して投資を行い、資金投下と同時
に経営コンサルティングを行い、投資先企業の成長、価値向上を図る。

マイ・プロジェクト
・社会(地域)と仕事と私(個人的な問題意識)の因果関係を整理し、個人の想い
と社会課題解決を結び付け「自分事」にする手法。システム思考とデザイン思
考に基づいた実践的手法として教育や企業研修への活用が進んでいる。

民泊
・旅行者が一般の民家に対価を支払って宿泊すること。近年のニーズの高まり
を受け、旅館業法が規制緩和されるなど利用に当たっての法整備や特区によ
る規制緩和など環境整備が進んでいる。

メタボリックシンドローム ・内臓脂肪型肥満に高血糖・高血圧・脂質異常症のうち２つ以上の症状が一度
に生じている状態。

ユニバーサルデザイン ・文化、言語、老若男女といった差異に関わらず多くの人々が利用しやすいよ
うな施設、製品、情報等のデザイン。

ラップアップミーティング ・プロジェクトを終了させること。打ち上げ。これまでの会議の内容を総括し確
認するための会議。

ループ図
・システム思考を図示するための手法の一つ。個人の想いと社会課題解決を結
びつけ「自分事化」する手法。ある目標達成に至るまでの因果関係を整理す
ることで、今何ができるのかを明確にすることができる。

レバレッジポイント
・てこの原理でいう「力点」のこと。ループ図から導かれた要素の因果関係のう
ち、実行することにより目標達成への影響が最も大きいポイント。これを明
確にすることで、事業の優先順位付けを参加者全員で共有することができる。

連携中枢都市圏構想 ・一定要件を満たす連携中枢都市と、近隣市町村との連携協約により圏域の活
性化を図る構想。

６次産業化 ・農業や水産業などの第一次産業が加工・流通への展開により付加価値を図る
もの。

ロードマップ ・事業推進など物事を展開させていく過程を示した行程表。

ローリング
・複数年度にまたがる計画を作成した後、社会経済情勢など環境変化に対応し
て計画内容を見直すこと。いわゆるPDCAサイクルに則って行われることが
多い。

ロールプレイング ・ストーリーテリングで描いたストーリーを参加者が登場人物を演じることで
実感を持って共有・伝達する手法。

ワークショップ ・主催者からの一方的な情報伝達ではなく、参加者が主体的に学びあい議論し
あうことで結論を導き出す会議の手法。
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